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表記について

表記 正式名称

高齢者虐待防止法
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援
等に関する法律

国マニュアル
市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と
養護者支援について
(令和7年３月 厚生労働省老健局)



高齢者虐待とは

高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵
害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態
に置かれること。 (国マニュアルP5)

〈高齢者虐待防止法第２条第３項〉

この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢
者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。



⚫養護者とは・・・

高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの。
(高齢者虐待防止法第２条第２項)

＝高齢者の日常生活において何らかの世話をする者

※同居しているかどうかは問わない。

⚫養介護施設従事者等とは・・・

「養介護施設」または「養介護事業」の業務に従事する者。



高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」の範囲

養介護施設 養介護事業
養介護施設従事者

等

老人福祉法
による規定

・老人福祉施設
・有料老人ホーム

・老人居宅生活支援事業
「養介護施設」または
「養介護事業」の業務に
従事する者※

介護保険法
による規定

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・地域包括支援センター

・居宅サービス事業
・地域密着型サービス事業
・居宅介護支援事業
・介護予防サービス事業
・地域密着型介護予防サービス
事業
・介護予防支援事業

(高齢者虐待防止法第２条第5項)

(国マニュアルP４)

※直接介護サービスを
提供しない者（施設長、
事務職員等）や、介護
職以外で直接高齢者に
関わる他の職種も含む。



養介護施設従事者等に該当しない施設等（有料老人ホームに該
当しないサービス付き高齢者向け住宅等）については、高齢者虐
待防止法上の養介護施設従事者等による虐待の規定は適用され
ない。
提供しているサービス等に鑑み「高齢者を現に養護する者」によ
る虐待と考えられる場合は「養護者による高齢者虐待」として対応
していく。

高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」の範囲

(国マニュアルP４)



高齢者虐待防止法に定める虐待の類型

身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

介護・世話の
放棄・放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を
養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい
心理的外傷を与える言動を行うこと。

性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさ
せること。

経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他の当該高齢者から不当に財産上
の利益を得ること。



養介護施設従事者等による高齢者虐待の現状（沖縄県）
令和６年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調
査結果［沖縄県の状況］より抜粋

（１）相談・通報件数と虐待判断件数の推移



（２）虐待発生の要因

養介護施設従事者等による高齢者虐待の現状（沖縄県）
令和６年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調
査結果［沖縄県の状況］より抜粋



（２）虐待発生の要因

養介護施設従事者等による高齢者虐待の現状（沖縄県）
令和6年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調
査結果［沖縄県の状況］より抜粋



養介護施設従事者等による高齢者虐待の現状（沖縄県）

（２）虐待発生の要因

令和6年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調
査結果［沖縄県の状況］より抜粋



養介護施設従事者等による高齢者虐待の現状（沖縄県）

（２）虐待発生の要因

令和6年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調
査結果［沖縄県の状況］より抜粋



養介護施設従事者等による高齢者虐待の現状（沖縄県）

⚫虐待事案は増加傾向にある。

⚫虐待の発生要因は多岐にわたり、虐待を未然に防ぐた
めには、事業所・施設の職員全体で関わることが重要。



高齢者虐待防止法に基づく浦添市の対応体制について

⚫ 養護者による高齢者虐待

⇒浦添市地域包括支援センター

⚫ 養介護施設従事者等による高齢者虐待

⇒浦添市いきいき高齢支援課、沖縄県地域包括ケア推進課





高齢者虐待防止法における虐待防止のための従事者の義務等

①早期発見努力義務(第５条)

②研修の実施(第20条)

③苦情対応体制の整備(第20条)

④そのほかの養介護施設従事者等による高齢者虐待防止のための措置(第20条)

⑤通報義務(第21条)

※通報等による不利益取扱いの禁止
・通報を行うことは、守秘義務に妨げられない(第21条第6項)。
・通報したことによる解雇その他不利益な扱いは禁止(第21条第7項) 。
→ただし「虚偽(虐待の事実がないのに嘘の通報等を行う)」や「過失(一般の人から見て
虐待があったと「思った」ことに合理性がない)」を除く。



虐待未然防止のために

⚫虐待に至る前段階に、放置すると虐待に至る可能性のあ
る原因が潜んでいる。

例）事故に至る可能性がある危険なケア
利用者や家族が不快に感じる言葉遣いや会話
職員によって統一されていないケア
利用者や家族への説明や報告を怠り、誤解を生じさせる



虐待未然防止のために

⚫隠れた原因を見逃し放置することで、
不適切な行為（ケア）が助長し、虐待につながる。

⚫不適切な行為（ケア）を減らす＝虐待の芽を摘む。

組織的な取り組みを行い、職員１人１人が必要な役割を果たす



虐待未然防止のために

⚫ 個々の役割として

✓ 虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、予防・早期発見に努める
✓ 倫理観や権利擁護を常に意識する
✓ 誠実な施設・事業所の運営と支援の質の向上を目指す
✓ 職員同士の連携と風通しの良い支え合い
✓ 隠さない、嘘をつかない

通報することは「虐待した人を罰すること」ではありません。
「法人や施設に損害を与えること」でもありません。

あなたの声や気づきで救われる人がいます。



虐待未然防止のために

⚫ 組織として

✓ 介護の基本（理念）がすべての職員に浸透していますか？
✓ 業務分担に偏りはありませんか？
✓ 職員のストレスマネジメントは行われていますか？
✓ 利用者の家族に話せないこと（隠し事）はないですか？
✓ 自分たちの都合を押し付けたケアを行っていませんか？
✓ チームアプローチとしてケアを行えていますか？
✓ 日々のケアの振り返りは組織的に行われていますか？



参考資料

①厚生労働省ホームページ
ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞介護・高齢者福祉＞高齢者虐待防止＞高齢
者虐待防止に資する研修・検証資料等
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22750.html

②認知症介護情報ネットワークホームページ
ホーム＞専門職向けトップ＞学習支援情報＞学習教材
https://www.dcnet.gr.jp/support/study/#linksection01

③公益財団法人東京都福祉保健財団ホームページ
ホーム＞高齢者権利擁護推進事業＞養介護施設従事者等による高齢者虐待防止に役立つリ資料等のリ
ンク集
https://www.fukushizaidan.jp/105kenriyougo/link/

④沖縄県ホームぺージ
ホーム＞健康・医療・福祉＞高齢者福祉＞高齢者虐待防止
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/korei/12618.html
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